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羅

課

失
業
保
険
制
度
の
推
移一

戸

二

郎

失
業
保
険
…制
度
は
種
一々

の
見
地
よ
り
分
一類
す
る
こ
宅

を
得

る
が
、
其
の
最
も
重
要
な
る
は
経
費
の
分
携
方
法

に
依
る
分
類
で
あ
る
、
蓋
し
経
費
の
分
捲
は
失
業
の
責

任

の
分
権
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
本
論

の
目
的
は

此
.の
見
地
よ
り
し
て
失
業
保
険
制
度
推
移
の
大
勢
を
観

察

せ
む
ざ
す
る
に
在
る
。

最
も
原
始
的
な
失
業
保
険
制
度
に
於
て
は
失
業
は
輩
.

に
個
人
的
の
事
故

ご
看
倣

さ
れ
、
其
の
纒
費

は
凡
て
跡
…

働
者
自
身
の
長
握

に
騙
す
る
を
常
こ
し
た
。
即
ち
失
業
.

の
危
険
を
保
険
せ
む
ε
欲
す

る
者
は
相
互
保
険
組
合
を

設
け
て
組
合
員
に
於
て
共
の
経
費
を
分
権
す
る
を
常

こ

し
た
の
で
あ
る
Q
勢
働
組
合
に
於
け
る
失
業
保
険
は
即
.

ち
之
で
あ
る
。

雑

録

失
柴
保
隙
制
度
類
推
沸

然
る
に
出
へ…粟
な
る
も
の
は
漸
(
軌肌
曾̂
的
事
故
な
り
ご

認
め
ら
る
、
に
至
り
、
公
共
團
騰
又
は
国
家
に
於
て
保

険
脛
費

の
幾
分
か
を
野
推
す
る
の
傾
向
を
康
.す
る
に
至

つ
π
。
此
の
勢
働
者

冠
肚
會
公
共
ご
に
於
て
保
険
経
費

を
分
擢
す
る
の
制
度
は
今
日
佃
廣
く
諸
国
に
於
て
行
は

る
、
所
で
め
る
。

次
で
失
業
は
個
人
的
事
故
な
る
ご
同
時
に
肚
會
的
事

故
で
あ
り
更

に
又
災
害

ε
同
様

に
産
業
的
事
故
な
り
ε

認
め
ら
る
＼
に
至
り
、
失
業
保
険
の
経
費
も
亦
勢
働
者

祉
愈
公
共
及
事
業
主
の
三
者
に
於
て
分
燃
す

べ
き
も
の

な
り
ε
認
め
ら
る
、
に
至
っ
た
D

更

に
叉
最
近
に
至
っ
て
は
、
失
業
は
災
害
ざ
同
様

に

空
然
産
業
的
事
故
で
あ
る
が
故

に
、
失
業
保
険

の
.経
費

は
全
部
事
業
主
の
負
搭
に
踊
す

べ
き
も
の
な
b
ざ
主
張

す
る
者
あ
る
に
至
り
、
此

の
精
神
が
叉
立
法
の
上
に
も

貴
現
せ
む
ご
す
る
傾
向

が
あ
る
。

一
、
任
意
失
業
保
険
公
共
補
助
制
度

此

の
制
度
は
・約
三
十
年
前

に
白
耳
義
に
於

て
創
始
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
其

の
著
し
き
獲
達
は
欧
洲
大
戦

.

後
に
之
を
見
る
。
蓋
し
戦
後
各
國
公
共
補
助
金

の
増
加

錦
+
六
岱

〔第
囲
號

一
二
二

七
〇
三

'



甲

羅

繰

失
業
保
隆
制
度
の
推
移

其
の
飽

の
方
法
に
依

っ
て
之
が
獲
達
を
助
長
し
た
か
ら

で
あ
る
。
以
↑
少
し
く
各
国
別
に
此

の
失
業
保
険
公
共
.

補
助
制
度
の
現
状
を
略
述
し
や
う
。

先
づ
白
耳
義
に
於

て
は

一
九
一
二
.
年
十
二
月

に
於
て

国
家
叉
は
地
方
團
膿
よ
b
補
助
を
受
く
る
失
業
保
険
組

合
の
敷
二
、
三
、ノ【
七
で
あ

っ
て
、
其
の
組
A
日
貝
の
鰍
は
.

七
五
⊥
ハ
、
O
O
σ
入

に
達
し
て
居
る
。
之
を

一
九

=
二

年

に
於
け
る
組
合
散
大
三
四
、
組
合
員
敷

=

エ
ハ
、
○

○
○
人
に
比
す
れ
ば
若
し
き
獲
達
ざ
云
は
ざ
る
を
得
な
.

い
。
此
等
の
組
合
は
補
助
を
受
く
る
が
爲
に
は
其
の
規
.

約

に
劉
し
補
助
官
憲
の
認
可
を
受
く
る
こ
ご
を
要
す

る

の
で
あ
る
が
、
其
の
醸
出
及
給
付

の
額
並
に
給
付
の
條

件
は
規
約

に
依
b
各
々
異
な
る
こ
ご
を
得
る
。
唯
補
助

官
憲
は
認
可
に
當

っ
て
支
出

ε
牧
人
ぜ
あ

均
衡
が
能
く

保
π
る

べ
き
や
否
や
を
精

査
す
る
に
過
ぎ
な

い
。
此
等

の
組
合
は
大
部
分
勢
働
組
合
で
あ
る
が
故
に
同

一
職
業
一

着
を
組
合
員
ε
し
從
て
失
業
危
険
率
の
掾
側
が
確
蟹
で

あ
る
ご
云
ふ
利
益
が
あ
る
。

地
方
團
膳
…
に
於
け
る
補
助
制
度
は
匝

々
で
め
る
が
故

に
薙
に
は
之
を
省
略
し
、
国
家
に
於
け
る
補
助
制
度
の

第
+
六
巻

(第
四
號

=
三
)

七
〇
啄

み
に
付
て
述

べ
ん
に
、
国
家
の
補
助
額
は
組
合
昌
　醸
…出

額

の
五
〇
%
で

あ

っ
て
、

国
家
に

依
b
て

認
可
せ
ら

}　

れ
且
地
方
失
業
基
金

(U
。
。巴

隠
裏
。
8
①ヨ
豆
身
日
。
葺

診
口
α
〉
に
附
属
す

る
組
合
に
謝

し
て
の
み
支
給
せ
ら
れ

る
。
此

の
地
方
失
業
基
金
な
る
も
の
は
各
失
業
保
険
組

合
を
監
督
す

る
任
務
を
有
す
る
も
の
で
通
常
数
個
の
市

町
村
に
跨

っ
て
設
立
せ
ら
れ
る
、
此

の
地
方
失
業
基
金

.

は
叉
各
組
合
に
蜀
し
て
自
ら
も
組
合
の
給
付
額
に
比
例

す
る
補
助
を
爾
す
の
義
務
を
有
す

る
。
地
方
失
業
基
金

の
敷
は

[
九

=
二
年
に
は
一
.「九
個
で
あ

っ
た
が

]
九

二

〇
年

に
は
九
五
個
に
増
加
し
た
。

右
の
外
白
耳
義
政
府
は
目
下
の
維
濟
界
の
不
況

に
勤

抗
す
る
爲
、
国
立
恐
慌
金
庫

壱
9
直
書
巴

∩
「霧

診
5
匹
)
を

設
け
て
、
失
業
保
険
組
合

の
組
合
員
た
る
失
業
者
に
し

て
或
は
既
に
最
長
期

の
給
付
を
受
け
了
b
陀
る
鴬
、
或

は
組
合
が
破
産
し
た
る
矯
暮
に
因
b
て
組
合

よ
り
給
付

を
憂
く
る
こ
ε
能
は
ざ
る
に
至

っ
た
者

に
謝
し
て
給
付

を
寫
し
て
居
る
。
其

の
給
付
額
は
家
族
を
有
す
る
者

に

謝
し

一
口
四
法
、
(
家
族
無
き
者

に
は

一
日
三
法
)妻
及

児
童

一
人
に
付
夫

々

一
日

一
法
、
合
計

一
H
十
法
を
超

唱



r

ゆ
可
か
ら
ざ
る
も
の
こ
定

の
ら
れ
て
居
る
。
抑
も
従
来

n
者
の
加
入
を
拒
絶
す

べ
か
ら
す
」

ど
云

ふ

一
頃
を
加
、～

は
何
れ
の
國
の
失
業
保
険
制
度
及
失
業
救
済
制
度
に
於

て
居
る
。

一
九
二
〇
年
三
月
末
に
於
て
認
可
組
合
の
数

て
も
、
勢
働
争
議
に
基
一
失
業
に
は
給
付
を
僑
さ
ゴ
る

六
五
、
共

の
競
合
員
数
三

=
二
、
○
O
O
人

に
達
し
て
.

を
常

こ
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
黙
に
關
し
白
耳
義

の

居
る
。

國
立
恐
慌
金
庫
に
關
す
る
規
定
中

に
は
見
落
す
可
か
ら

ノ
ル
ウ

ェ
ー
に
於

て
は
国
家
の
失
業
保
険
組
合
に
封

ざ
る

一
項
が
あ
る
。
即
ち

一
定
の
場
合
に
於
て
は
勢
働

…
す

る
補
助
は
組
合
員
の
醇
出
額
に
糠
ら
す
し
て
、

一
人

争
議
に
因
る
失
業
を
も

「
自
己
の
意
思
に
因
ら
ざ
る
失

一
年
に
付
九
〇
旧
を
限
り
支
佛
は
れ
た
る
失
業
給
付
の

業
な
b
」
・し
し
て
失
業
給
付
を
寫
す

こ
ざ
で
あ
る
。勢
働

五
〇
%
を
補
助
す
る
こ
ε
に
奪

っ
て
居

る
。
但
し
目
下

者

が
争
議
を
調
停
及
仲
裁

に
附
議
せ
む
己
欲
す
る
に
拘

の
恐
慌

に
射
し

一
時
的
措
世
こ
し
て
其

の
補
助
額
を
⊥
ハ

ら
す
事
業
主
が
之
を
肯
ぜ
ざ
る
場
合
即
ち
之
で
み
る
。

六
%
に
増
加
し
て
居

る
。
被
保
険
者
の
敷
は

】
九

=
二

之
れ
實
に
大
膿
な
る
試
・こ
云
ふ
べ
く
、
其

の
結
果
は
調

」
年
に
於
て
四

一
、
○
○
○
人
な
り
し
も
の
が

一
九
二
〇

停
及
仲
裁
の
適
用
を
促
進

し
、
戦
後
産
業
の
回
復
に
多

年
に
は

一
一
⊥
ハ
、
O
O
O
人

に
増
加
し
た
。

大

の
敷
果
を
及
ぼ
し
、
賃
銀
を
も
能
く
時
の
経
済
状
呪

フ
イ
ソ
ラ
ソ
ド
に
も
国
庫
補
助
に
依
る
任
意
失
業
保

に
慮
す

る
こ
ε
を
得

し
め
π
の
で
あ
る
。
.

険
が
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
に
於
て
も
同
様
で
共

の
補
助
額

デ

ン
マ
ー
ク
に
於

て
は
失
業
保
険
組
合
は
国
家
に
依

は
組
合
員
の
醸
出
額
ご
等

し
く
定
め
ら
れ
て
め
る
。

り
組
合
員
醸
出
額
の
五
〇
%
を
補
助
せ
ら
れ
る
。
之
に

佛
國
に
於
て
は
約
十
五
年
以
前
よ
り
任
意
失
業
保
険

加

へ
て
地
方
團
膿
中

に
は
更
に
補
助
を
附
加
す
る
も
の

に
封
ず

る
國
施
補
助
を
行

ひ
つ
、
あ
る
が
其

の
数
果
は

も
あ
る
。
勿
論
補
助
を
受
く
る
組
合
は
認
可
を
受
け
な

餓
b
翠

っ
て
居
ら
弧
。

一
九
こ
○
年
末
に
於
て
其
の
粗

け
れ
ば
な
ら
濾
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
於
て
は
其
の
條
仲

合
員
は
五
五
、
O
O
O
入

に
過
ぎ
ざ
る
有
様
で
あ
る
、

の

一
こ
し
て

「
組
合
地
域
内

に
居
住
す

る
同

一
職
業
の

如
斯
効
果
の
墨
ら
ざ
る
理
由
は
国
庫

の
補
助
額
が
組
合

r

雑

録

失
業
保
険
制
度
の
推
移

第
十
六
巻

(第
四
號

=
一三
)

七
〇
五

ノ

「 一ゴ



、

雑

鎌

失
業
保
附
…制
度
の
推
移

の
給
付
額
の
三
〇
%
に
過
ぎ
な

い
ご
云
ふ
黙
に
も
め
る

が
、
其
よ
り
も
忠
争
ろ
佛
國
の
膳
働
}組
合
が
相
互
保
険

に

野
し
て
無
開
心
で
あ
る
`
云
ふ
事
實
に
締
す

べ
き
で
み

る
。
然
し
乍
ら
近
時
佛
図
の
勢
働
.者
も
漸
時
肚
會
保
険

の
必
要
を
感
得
す
る
に
至
り
、

一
九
二

一
年
に
は
勢
働

総
同
盟
の
全
國
的
委
員
愈
は
其
の
要
求
事
項
の
.一
ε
し

て
「
勢
働
者
の
危
険
即
ち
災
害
、
疾
病
、
失
業
、
癈
疾
、

老
一一宸
筆
に
封
ず
る

一
般
的
耐
食
保
険
制
度
の
樹
立
但
し

共

の
實
施

に
付
て
は
酵
働
者
の
團
艘
も
亦
利
用

せ
ら
れ

ざ
る
可
か
ら
す
.」
ε
云
ふ
事
・項
を
議
決
し
、
叉
最
近
金
.

驕
勢
働
・者
組
合

に
於
て
は
其
の
組
合
員
ぽ

一
九
二
三
年

一
月

　
日
よ
り
其
の
失
業
基
金

に
強
凋
的
に
加
入
せ
し

め
ら
る
べ
き
を
議
決
す
る
に
至

っ
た
。

.

オ
ラ
ン
ダ
に
於
て
は
国
家
ε
地
方
團
禮

ご
等
領

分
櫓

の
下
に
組
合
員
醸
出

の

一
〇
〇
%
迄
の
.補
助
を
爲
し
て

居

る
。
其
の
敷
果
顕
著

に
し
て

一
九
二
二
年

　
月
に
は

被
保
険
者
藪
三
七
七
、
○
○
○
人
に
越
し
た
。

チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
於
て
も

一
九
二

一
年
七
月

ら

の
法
律

に
依
b
勢
働
組
合
の
失
業
保
険
基
金

に
謝
し
國

.

庫
補
助
を
開
始
し
た
。

第
十
六
巻

〔第
四
號

「
二
四
)

七
〇
六

、

二
、
服
制
保
険

ご
事
業
主
の
経
費
分
撚

英
国
に
於
て
は
世
界
最
初
の
試
ご
し
て
、

一
九

　
一

年
の
法
律

に
依
り
敷
種
の
産
業
部
内

に
謝
し
て
強
制
的

失
業
保
険
制
度
を
樹
立
し
、
事
業
主

に
も
其

の
経
費
を

分
燃
せ
し
め
た
。
此

の
主
義
は

一
九
二
〇
年

の
失
業
保

険
法

二

九
一
二

年
及

一
九
二
二
年
に
改
正
め
り
)
に

於
て
も
維
持
せ
ら
れ
、
更
に
張
鯛
保
険

の
範
圃
を
擁
硬

し
、
此
の
法
律
に
依

っ
て
保
隙
せ
ら

る
、
勢
働
者
の
数

は
全
勢
働
者
約

一
千
六
百
萬
人
中

一
千
二
百
萬
人
に
及

び
、
保
険
よ
b
除
外
せ
ら
れ
た

る
も
の
は
農
業
勢
.働
者

及
僕
蜘
「に
過
ぎ
な
い
。

一
九

二

年
の
失
業
保
険
に
於
け
る
醸
出
の
分
搭
は

事
業
.主
及
勢
働
者
嵐
可
分
で
あ
っ
て
、
夏

に
國
[庫
は
双
方

合
計

の
三
分
の

一
を
醸
出
す

る
の
定

で
あ
っ
た
が
、
新

法
に
於
て
は
事
業
主
の
醸
出
を
勢
働
…・者
の
且
ハよ
b
も
大

こ
な
し
、
国
庫
の
醸
出
を
双
方
合
計
の
三
分
の

一
よ
り

田
稍
々
大
に
愛
更
し
た
。
即
ち
左
表
の
通
で
め
る
。

、

毎
週
醸
出

事
業
圭

勢
働
者

国

庫

甥

石

井
.

丸
井

大
箱
峠



舞

入
庫

七
片

五
海
岸
.

男
見
.

五
片

四
渇
.片

三
飯
岸

女
免

画
Z
片

四
片

三
歎
片

即

ち
英
国

に
於
て
は
事
業
主

を
し
て
失
業

保
険
経

費

の

一
部
を
負

罐

せ
し
め
走

る
の
み
な
ら

す
、
更

に
事

業

主

の
負

推
部

分
を
漸
時
増

加
し

つ

、
あ

る
こ
ε
を
知

る

こ
ε
が
出
凍

る
冒

「

一
九

一
九

年
十
月

伊
多

利

に
於

て
.樹

立

せ
ら

れ
た

る

強
制
失
業
保
険

に
於

て
は
其

の
経
費

を
事
業
主
及
勢

働

者

に
等

分
に
分
撰
せ
し
め

て
居

る
。
国
庫

の
負

撫
は

軍

に
保
誰
基
金
.
(8
・・2
ぐ
。
.h⊆
註

)
の

一
種

に
…罰
し

て
醸

出

・
を
腐
す

に
止

ま

る
。
保

険

よ
り
除
外

せ
ら

る

・
者
は

僕

婢

の
み
で
る

る
。
本

法

の
賢
施

は
事
業
士
及

労
働
者

の

反
…劉
並

に
無

開
心

に
因

っ
て
困
難

を
極

め
、

一
九
二

二

年

一
月

一
日

に
於
け

る
失
業
者

五
四
二
、
○
○
○
人

中

本
保
瞼

に
依

っ
て
給
付
を

受
く

る
者
は
七
二
、、
○
○

○

人

に
過

ぎ
な

い
有
様

で

め
る
。

一
九

二
〇
年
三
月

の
オ

ー

ス
ト
リ
ア
強
制
失
業
保

険

法
は
全
経
費

の
三

分

の

一
を
国
庫

の
負
櫓

こ
し
、
他

の

三

分
の
二
は
事
業
主
及
鱒
働
者

に
等

分
に
分
権
せ
し

め

.

雑

録

失
業
保
隙
制
度
の
推
移

る
。
但
し
隠
庫
は
先
づ
此
等
の
経
費

の
全
部
を
支
擁
ひ

共
の
三
分
の
二
を
後
に
事
業
主
及
勢
働
者
に
求
償
す
る

制
度
を
取

っ
て
居

る
。

一
九

一
九
年
十
月
瑞
西
聯
邦
政
府
に
依

っ
て
創
立
ぜ

ら
@
た
る
失
業
救
済
制
度
は
特

に
注
目

に
値
す

る
。
此

.

の
制
度
に
於
て
は
給
付
の
費
用
は
事
業
主
、
カ
ン
ト
ソ

及
聯
邦
の
間

に
三
等
分
宛
分
推
せ
ら
れ
る
。
而
も

　
部

的
失
.業
の
場
合
即
ち
労
働
聴
聞

の
減
少
四
〇
%
以
下
な

る
場
合
、
之

に
依
る
所
得
減
額
の
二
分
の

一
に
相
賞
す

る
失
業
給
付
は
余
部
事
業
主
の
負
捲
に
聾
す

る
定
で
あ

る̀
。
但
し
此
の
制
度
は

[
時
的
の
措
置

に
過
ぎ
す
、
政

府
に
於
て
は
目
下
新
注
案

の
起
草
中
で
あ

っ
て
、
新
法

案
に
於
て
は
勢
働
者

の
相
互
組
合

に
謝

し
国
庫
補
助
を

爲
す
制
度
を
取
る
こ
ε
に
な
る
ら
し
い
。

一
九
二

一
年
八
月

ル
ク
セ
ム
プ
ル
グ
に
創
設
せ
・り
れ
一

た
強
制
失
業
保
険
制
度
に
於
て
は
、
其
の
経
費
は
国
家

地
方
團
膿
、
勢
働
者
及
事
業
主

の
四
者
に
依

っ
て
分
櫓

せ
ら
れ
る
。
即
ち
國
家
は
失
業
給
付
を
先
捜
し
其

の
経

費

の
四
分
の
三
を
他
の
三
者
を
し
て
補
償
せ
し
む
る
の

で
あ
る
が
、
地
方
團
禮
は
四
分
の

一
を
補
償
す

べ
く
、獲

第

+
六
巻

(第
四
號

一
二
玉
)

七
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婬

録

夫
業
保
険
制
度
の
推
移

鯨
の
四
分
の
二
は
事
業
主
ご
勢
働
者
こ
よ
り
別
に
定
め

ら
る
べ
き
割
合
に
基
い
て
償
還
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。

邑
、
目
下
提
案
若
は
審
議
中
の
法
案

失
業
保
険
は
今
將
に
獲
達
の
途
路
に
在
る
も
の
で
め

る
が
、
上
記
諸
制
度
の
外

に
目
下
提
案
若
は
審
議
中
に

旙
す

る
國
が
少
な
く
な
い
。
就
中
最
も
注
目
す

べ
き
は

一
九
一
二

年
北
米
合
衆
国
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
の
議
會
に

甘
ゴ
章
閃
嘲
∩
o
日
日
o
島

民
に

依

っ
て

提
案

せ
ら
れ
た
法

案

で
あ
る
。
此
の
法
案

に
依
れ
ば
失
業
保
険
は
災
害
保

険
ε
同
様

に
其
の
経
費
を
全
部
事
業
主
に
負
据
せ
し
め

事
業
主
は
相
互
保
隙
組
合
に
此

の
危
険
を
保
険
し
な
け

れ
ば
な
ら

漁
.。
失
業
給
付
は
農
業
螢
働
者
、
官
公
吏
、

生
活
上
絶
入
に
椅
寄
す

る
者
、
牛
牧

】
、
五
〇
〇
弗
以
.

上
の
者
、
年
金
五
〇
〇
弗
以
上
を
受
K
る
看
等
を
除
き

凡
て
の
勢
働
者
及
稜
用
人
に
支
給
せ
ら
れ
る
ゆ
即
ち
上

記
の
例
外
者
を
除

き
凡
て
の
失
業
者
は
同

}
事
業
主

に

六
月
以
上
雇
傭
せ
ら
れ
た
る
こ
蓬
及
共

の
能
力
に
適
怨

す
る
他
の
職
業
を
見
出
す
能
は
ざ
る
こ
ご
を
條
件
芝
七

.

て
失
業
給
付
を
受
く
る
権
利
を
有
す

る
。
其
の
失
業
者

は
伺
盟
罷
業
叉
は
工
場
閉
錆
中
の
企
業

に
於
け
る
勢
働

第
十
六
巻

(第
四
號

=

エ
C

七
〇
八

を
受
諾
す

る
こ
ぜ
を
拒
み
又
は
普
通
以
下

の
賃
銀
に
て

勢
倒
す
る
こ
ε
を
拒

ん
で
も
土
記
の
椹
利
を
失
ふ
こ
ε

は
な

い
。
失
業
給
付
額
は

一
日

一
端
で
み
る
が
十
六
歳

乃
至
十
八
蔵
の
者
は

一
日
五
〇
セ
ン
ト
に
減
額
せ
ら
れ

る
。
給
付

の
支
梯
は
相
互
保
険
組
合
を
通
じ
て
爲
さ
れ
.

る
の
で
あ
る
が
、
事
業
主
の
相
互
保
険
組
合
.に
封
ず
る

醐
…出
額
は
其
産
業
部
内

に
於
け
る
失
業
の
危
険
…の
多
少

に
依
て
定

め
ら

「れ
る
。
此
の
結
果

ξ
し
て
事
業
主
は
生

産
を
調
節
し
て
年
中
繁
閑
の
差
を
減
ず
る
こ
ξ
に
努
力

す
る
様
に
な
る
で
あ
ら
う
。
次
に
相
互
保
険
組
合
は
凡

て
事
業
主

に
依

っ
て
管
理
せ
ら
る
可
く
、
凡
て
の
争
議

は
産
業
委
員
會

(ぎ
費
葺
酬巴

∩
o
B
口口翫
び
ロ
)
の
手
に
依

て

決
定
せ
ら

る
、
こ
ε
に
な

つ
.て

居
る
。
文
事
粟
生

及
勢
働
者
の

代
表
者

同
轍
宛
よ

り
成
る
職
業
評
議
會

(国
ヨ
艮
○
図
ヨ
。耳

国
号
冒
o
受

切
o舞
ロ
)
は
本
法
の
施
行
を

監
幌
す

㎡
き
任
務
を
有
し
て
居
な
。

右

の
外
目
下
失
業
保
険
制
度
の
準
備
時
代

に
在
る
國
.

を
列
記
す
れ
ば
大
膿
左
の
如
(
で
め
る
。

南
ア
フ
ツ
・
及
・
サ
諸

於
て
も
月
下
失
業
保
険
融

業
の
起
草
中

で
あ
み
。



F

†
ー
ス
ト
.ラ
リ
ア
に
於

て
は

一
九

一
九
年

ク
イ
ー
ソ

ス
ラ
ソ
ド
に
於
て
強
制
失
業
保
険
法
案

が
提
出
せ
ら
れ

た
。
本
案
に
於
て
は
凡
て
の
経
費
を
事
業
主

の
負
摺
に

旛
せ
し
め
て
居

る
。

「

.

ア
〃
ゼ
ソ
チ
ソ
政
府

に
於
て
も
目
下
法
案
起
草
中
で

あ
b
、
プ
ラ
ジ
叱
、
.チ
リ
ー
も
同
様
で
あ
る
。

韓
じ
て
欧
大
陸
に
於
て
は
、
猫
逸
は
目
下
強
制
保
険

法
案
起
草
中

に
旙
す
る
が
、
其
の
脛
費
は
事
業
主
勢
働

者
、
聯
邦
及
支
分
國
の
四
者
に
分
推
せ
し
む
る
主
義
を

取

っ
π
。

白
耳
義
に
於
て
も
新

に
強
制
保
険
制
度
を
樹

つ
る
目

.

的
を
以
て
草
案
作
成
中
で
あ
る
が
、
此

の
新
法
案

に
於

.

て
は
現
存
の
保
険
組
合

に
加
入
し
居
ら
ざ
る
者
を
凡
.て

新
設
の
保
険
基
金
に
牧
容
す
る
こ
ε
、
し
.
経
費
は
國

家
、
地
方
團
禮
、
事
業
主
及
勢
働
者
に
於
て
等
し
く
分

擢
す
る
こ
ご
、
し
た
ひ

.

和
蘭

に
於
て
も
現
在
の
任
意
保
険
補
助
制
度
に
代
ふ

る

に
事
業
主
の
質
権
を
も
加

へ
た
る
強
制
保
険
制
度
を

以
て
せ
む
ε
準
備
を
急

い
で
居
る
。
其
の
他

ボ
ー
ラ
ン

ド
、

ス
ウ

エ
デ

ソ
及
瑞
西

に
於
て
も
目
下
失
業
保
険
法

難

銀

失
業
保
倣
制
度
の
推
移

案

の
起
草

に
徒
事

し

つ
、
あ

る
ゆ

四
、
結

論

述

べ
來

つ
た
庭

に
依

っ
て
明

な
る
が
如
く
濁
大
多
敷

の
國

に
於
て
は
失

業
保
険

を
強
制

ε
し
、
事
業
主
を

し

て
少

く

ε
も
其

の
輕
費

の

　
部

を
負

撫

せ
し

め
む

ε
し

つ

＼
在

る
。
更

に

一
.部

の
國

の
労
働
團
燈

に
於

て
は
、

「
勢
働
者

の
醸

出

は
全

廃
せ
ら

る

べ
き
も

の
な
り
」

孟

云
ふ
希
望

を
表

明

し

つ
＼
在

る
。

一
九

二
〇
年
九
月
英
図

ボ

ー
ン

マ
ウ

ス
に
於
け

る
英

国
勢
働
組

合
大
倉

は
決
議

し
て
曰
く
、

「
失

業
は
産

業

組
織

の
改
善

に
依

て
絶
滅

し
得

べ
き
も

の
な

る
を

以

て

産
業
自
鵬

を

し
て
失
業

に
聞
す

る
全
責

任
を

負
は
し
む

・べ
き
も
の
な
り
」
ε
。
叉
二

九
】
二

年

カ
ナ
ダ

に
於
け

る

職
業

労
働
大
會

〔↓
替
α
。
昌
匹
ピ
pげ
o罎

∩
O
ロ
『Q
話
し・㎝
)
の

立
法
要
綱

(巨
①σq
一匹
豊

く
ω
嘆
o
σq
「㊤
ヨ
已
。
)
の

一
に
曰
く

「
聯
邦
基
金

を
設
け

て
全

部
的

並

に

一
部
的

の
失

業

に

謝

し
給
付

を
爲

さ
し
む

べ
し
、
此

の
基
金

は
各

企
業

に

封
ず

る
課

税

ε
官

憲

の
醸

出

ご
に
依

っ
て
支
持

せ
ら

る

べ
き
も
の
な
り
」

ご
。

然

し
乍
ら

目
下

に
於

て
各
國

の
勢
働

團
艦

の
大
多

敬

第
十
六
巻

(第
四
號

一
二
七
)
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雑

録

失
業
保
隙
制
度
り
推
移

が
主
張
し
肚
會
も
亦
之
を
是
認
し
つ
㌧
在

る
制
度
は
其

の
脛
費
を
肚
會
公
共
、
事
業
主
及
勢
働
者
の
三
者

に
分

搭
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
亦
此

の
制
度
を
以

て
最
も
愛
當
な

る
も
の
ε
信
ず
る
、
蓋
し
其
は
失
業
共

の
も
の
を
豫
防
し
、
不
徳
義
漢
の
詐
偏
怠
惰
を
豫
防
す

る
に
最
も
奴
果
あ
り

ご
信
ず

る
か
ら
で
あ
る
。
抑
も
過

去

に
於
け
る
肚
會
保
険
の
経
験
.に
見
る
も
、
災
害
保
険

は
産
業
上
の
災
害
の
豫
防
を
促
進
し
、
疾
病
保
険
は
肚

會
健
康
の
増
進
に
封
ず

る
努
力
を
誘
致
し
た
、
之
は
主

ご
し
て
保
険
経
費

の
負
捨
者
が
目
ら
保
険
事
故
の
獲
生

豫
防

に
努
力
し
.以
て
自
ら
の
負
楯
の
軽
減
を
計

っ
た
か

ら
で
あ
る
。
失
業
保
険

に
於
て
も
失
業

の
減
少
に
助
力
.
.

し
得

べ
き
地
位
に
在

る
肚
會
公
共
、
事
業
主
及
勢
働
者

を
し
て
夫

々
経
費
を
負
撰
せ
し
め
た
な
ら
ば
、
必
ず
や

失
業
を
未
前

に
防
ぐ
の
努

力
を
誘
致
し
得

べ
き
で
あ

る

ご
信
ず
る
。

失
業
保
険

尼
産
業
別
の
基
礎
に
置
か
む
ε
す
る
傾
向

も
亦
失
業
の
豫
防
を
目
的
こ
す
る
も
の
で
あ
る
。
凡
て

の
産
業
を
脅

か
す
失
業
原
因
例
之
恐
慌

の
如

き
も
の

＼

外
に
各
産
業
都
内

に
は
掴脚
特
の
失
業
原
因
が
あ
る
。
而

第
+
六
巻

(第
四
號

一
二
八
)

七

一
Q

て
其
の
多
く
は
産
業
組
織
の
改
善
に
依

っ
て
減
少
叉
は

絶
滅
せ
し
め
得

べ
き
も
の
で
あ
る
。
失
業
保
険
を
産
業

別
に
組
織
し
て
各
産

業
部
内
毎
に
別
々
に
掛
金
を
定

め

た
な
ら
ば
、
自
.か
ら
其

の
産
業
部
内
濁
特
の
失
業
原
因

絶
滅
の
努
力
を
誘
致
し
得

べ
き
で
み
る
。
任
意
保
険
補

助
制
度
を
取
る
國
に
於
て
は
失
業
保
険
組
合
は
大
部
分

勢
働
組
合

に
依
て
組
織
せ
ら
る

、
が
故
に
、
自
か
ら
産

業
別
失
業
保
険
制
度
ご
な
る
の
で
あ
る
が
、
之
に
封
ず

る
事
業
主

の
醸
出
無
き
が
故
に
失
業
の
豫
防
は
思
は
し

き
敷
果
を
奏

さ
な

い
の
で
あ
.る
。

一
九
二
〇
年
の
英
国

失
業
保
険
法
に
於
て
産
業
別
保
険
組
合
の
設
立
を
認

め

其
の
掛
金
は
自
由

に
定
む

る
こ
ぜ
を
認
め
π
の
は
正
に

上
述
の
理
由

に
糠

つ
だ
も
の
で
あ
る
。

其
の
他

の
新
傾
向
中
注
目
す

べ
ぎ

は
失
業
給
付
額
の

増
加
で
あ
る
。
之
は
失
業
給
付
額
を
生
活
費

の
上
騰

ε

相
伴
は
し
め
叉
失
業
給
付
額
`
賃
銀
ご
の
差
を
小
な
ら

し
む
る
の
敷
果
が
め
る
。
各
国

の
例
を
通
覧
す
る
に
給

付
額
は
賃
銀
の
⊥
ハ
○
乃
至
ど
○
%

で
あ
る
。
最
も
理
想

的
な
万
法
は
家
族
の
藪
に
依

っ
て
給
付
額
を
増
加
す

る

に
あ
る
こ
ε
勿
論
で
あ
る
。

.喬

、

`



失
業
保

険
は
勢
働
階
級

を
し
て
恒

久
的

に
人
間
ら

し

ぎ
生
活

を
織

綾
せ

し
む

る

の
致

果
を

有
す

る
、
唯
其

の

給
付
額

の
比
較
的
大
な

る
場

合

に
は
虚
偏

の
失
業
者
を
.

生
す

る
の
虞

が
あ

る
が
、
之
は
失
業

の
鑑

別
に
關
す

る
.

組
織

の
完

備

に
依

っ
て
豫
防

し
得

べ
き
こ

ご
で
、
之
が
.

爲
に
は
公
設
職
業
紹
介
所

の
機
能

に
待

た
ね
ば
な
ら

漁

(完

)

附
記

本
稿
に
圭
ご
し
て
瑞
西
國
隙
勢
働
事
務
局
の
獲
行
に
係
る
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